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平成２９年度北九州市食品衛生監視指導計画 概要版 

北九州市では、市民の健康保護を図ることを目的に、食品衛生法に基づき「北九州市食

品衛生監視指導計画」を策定し、北九州市保健所を中心に食品衛生に関する監視指導や食

品の安全に関する情報及び意見の交換等を実施しています。 

 前年の北九州市及び全国の食中毒発生状況等から、平成2９年度も引き続き、食肉の衛

生対策及びノロウイルス食中毒予防対策に重点的に取り組みます。 

 この計画は、今日の食の安全に関する課題等を踏まえ、市民の皆さまからいただいたご

意見等を参考に策定しています。「食の安全」を守るための本計画を公表・実施し、その

結果を報告することで、市民の皆さまの「安心」へと繋がることを期待しています。 

北九州市内全域 

 平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

市内で加工・製造・調理される食品及び市内を流通する食品の安全を確保するため、食

品衛生法、と畜場法等関係法令に基づいた業務を実施します。また、各実施機関に専門的

知識を有する食品衛生監視員等の人員を配置して相互に連携を図り、効率的、効果的な監

視指導を実施します。 

 食中毒、違反食品、食品表示等食品の安全に係る情報については、厚生労働省、消費者

庁、九州厚生局、他の自治体や農林水産部局等と連携し対策を講じます。 

はじめに 

計画の実施期間 

監視指導の実施体制 

１ 監視指導の実施体制 

２ 関係部局等との連携体制 

計画の実施区域 
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食中毒等危害の発生状況、市民の関心等を考慮に入れ、（１）重点対策、（２）市内流通

食品の衛生対策、（３）市内流通食品の実態調査、（４）食品、添加物等の一斉取締り、（５）

その他の関連調査を実施します。 

近年の食中毒の発生状況及び市民の関心の高さから、特に重点的に実施するもので、食

品取扱い施設への立入検査、食品等の収去検査、食品関係事業者及び市民への啓発を、実

施時期を定めて集中的かつ効果的に行います。 

■ 食肉の衛生対策事業 

■ ノロウイルス食中毒予防対策事業 

市内で生産、加工又は製造される食品及び市内を流通する食品の安全性を確保するため

に、次の事業を実施します。 

■ 新表示基準に関する啓発指導事業 

■ 輸入食品の安全性確保事業 

■ 獣畜等の処理の適正確保事業 

■ 遺伝子組換え食品監視指導事業 

■ アレルギー物質混入防止対策事業 

■ 魚介類等の衛生対策事業 

■ 農産物の安全性確保事業 

■ 加工食品等の安全性確保事業 

市内を流通する野菜、食肉、魚介類等の食中毒菌や動物用医薬品等による汚染状況の検

査について調査を行います。 

■ 食中毒菌汚染実態調査 

■ 畜水産物の残留有害物質モニタリング検査 

■ 魚介類の汚染有害物質モニタリング検査

３ 市内流通食品等の実態調査 

平成２９年度の監視指導内容 

１ 重点対策 

２ 市内流通食品の衛生対策 
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時期を定めて一斉に食品及び施設の監視指導を行い、食品による危害発生の未然防止に

努めます。 

■ 食品、添加物等の夏期一斉取締り 

■ 食品、添加物等の年末一斉取締り 

 食中毒や食品の衛生に関する苦情等の情報を受けた時など、必要に応じて施設等の調査

を行います。 

■ 食中毒等健康危害発生時の調査 

■ 苦情・違反食品関連調査 

■ まつり等に係る調査 

■ 総合衛生管理製造過程承認施設に対する検証・調査 

■ 夜間合同立入り 

■ 調査研究 

食品等事業者による自主的な衛生管理の向上のため、営業者、食品衛生管理者、食品衛

生責任者等に対し、立入検査時やホームページ等で情報提供するほか、講習会等を実施し

ます。 

 市民及び食品等事業者との情報及び意見の交換、食品衛生に関する正しい知識・情報の

提供を行うため、次の事業を実施します。 

■ 食品衛生懇話会 

■ 食品安全シンポジウム 

■ 食品衛生カレッジモニター 

■ 食の安全たんけん隊 

■ 食品衛生市民講座 

■ 一日食品衛生監視員委嘱事業 

４ 食品、添加物等の一斉取締り 

５ その他の関連調査 

食品等事業者による自主的な衛生管理の推進 

関係者相互間の情報及び意見の交換（リスクコミュニケーション） 



- 4 -

 ＪＩＣＡ九州が実施する国際研修「食品安全行政コース」に保健所等の食品衛生監視員を講

師として派遣します。 

生活衛生関係の新規採用職員及び新任職員を対象とした研修を計画的に実施するとと

もに、保健所、食肉センターで監視指導及び検査に従事する職員の技術・知識の習得のた

め、各種研修会、講習会、協議会への派遣、研究発表会への参加に努めます。 

食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上 

食品衛生に係る国際協力 

食品衛生に関する情報提供・相談窓口 
 保健所東部生活衛生課  小倉北区馬借１－７－１ 総合保健福祉センター４階 

                 TEL ０９３－５２２－８７２８ 

 保健所西部生活衛生課  八幡西区黒崎３－１５－３ コムシティ６階 

                 TEL ０９３－６４２－１４４１（内線６０１） 

 保健所食品監視検査課  小倉北区西港町９４－９ 北九州市中央卸売市場管理棟３階 

                 TEL ０９３－５８３－２０４２ 

 保健福祉局保健衛生課  小倉北区城内１－１ 北九州市役所本庁舎９階 

                 TEL ０９３－５８２－２４３５ 

 区役所保健福祉課生活衛生担当 

門司区 門司区清滝１－１－１ TEL（代表）０９３－３３１－１８８１（内４８４）

小倉南区 小倉南区若園５－１－２ TEL（代表）０９３－９５１－４１１１（内４８９）

若松区 若松区浜町１－１－１ TEL（代表）０９３－７６１－５３２１（内４８７）

八幡東区 八幡東区中央１－１－１ TEL（代表）０９３－６７１－０８０１（内４８６）

戸畑区 戸畑区千防１－１－１ TEL（代表）０９３－８７１－１５０１（内４８４）

 ○ 北九州市ホームページアドレス  

     http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ 


